
その他特記事項 
（支払条件） 
・前払金を含め令和２年度においての支払いは行わない。 
・前払金について、令和３年４月１日以降に契約金額の 40％の請求をすること。 
・令和３年度中の支払いは前払金のみとし、中間前金払い、部分払いは行わな

い。 


